
羽村市プレミアム付商品券事業 商品券印刷 に係る仕様書 

１．事業名称 羽村市プレミアム付商品券事業 

２．履行期間 契約締結日から令和 3 年 3 月 31 日まで 

３．発行する商品券の概要 以下(1)から(4)のとおり 

(1)名称 羽村市プレミアム付商品券（以下「商品券」という） 

(2)作成冊数 30,000 冊 

(3)商品券の規格 以下のとおり（1,000 円札または 10,000 円札程度の大きさが望ましい） 

・表紙：155 ㎜×70 ㎜程度(各±6 ㎜)、表面 4 色 

・商品券：155 ㎜×70 ㎜程度(各±6 ㎜)、表面 4 色、裏面 1 色 

・裏紙：155 ㎜×70 ㎜(各±6 ㎜)程度、無色 

(4)商品券の仕上 以下の①から⑧のとおり 

①1 冊あたり 500 円×24 枚綴りとすること。 

②商品券には改ざん防止の措置を講じること。 

③商品券の券種はＡ券 10 枚、Ｂ券 14 枚とする。また各券種には「Ａ券」「Ｂ券」と明示すること。 

また、1 冊の商品券の構成はＡ券 10 枚を綴りこみ、次にＢ券 14 枚の順に綴りこむこと。 

なお、Ａ券及びＢ券の意義は次のとおりとする。 

・Ａ券とは羽村市プレミアム付商品券が使用できる加盟店全店にて使用できるものとする。 

・Ｂ券とは羽村市プレミアム付商品券が使用できる加盟店全店のうち、大型スーパーを除く店舗

で使用できるものとする。 

④商品券にはＡ券・Ｂ券を含め、６桁の通し番号（№000001 から№720000 まで）を振ること。 

⑤1 冊は左端を平綴じ製本すること。なお表紙には綴りこまれた商品券の連番号を表示、印刷する

こと。 

⑥商品券は切り離しがしやすいよう左端から 10 ㎜程度にミシン目を入れること。 

⑦250 冊ごとに梱包し納品すること。その際梱包材には内包されている商品券通し番号を表示する

こと。 

⑧契約業者決定後、打合せを行うこと。また版権、その他知的財産権等の権利については羽村市商

工会に帰属することとする。 

４．商品券の納期 令和 2 年 12 月 10 日（木） 

５．納入場所 羽村市商工会の指定する場所 

６．見積提出期限 令和 2 年 10 月 28 日（水）午後 5 時まで 

※業者決定は見積提案を受け、総合的に優れた業者を選考する。この決定に関する一切の事項につ

いて異議、その他苦情の申し出をすることはできない。 

７．その他事項 以下のとおり 

(1)見積提出時に券面のデザイン案を複数提示することが望ましい。デザインを複数提示する場合に

は複数の見積を提示すること。 

(2)見積書には業務に関する一切の費用を含み、各費目が明らかになるように表示すること。 

(3)提出された書類等の返却はしないこととする。 

(4)契約・制作後は成果物の画像データをＣＤ－Ｒ等の電子媒体を使用する方法で提供すること。 

(5)金券に相当する重要印刷物につき厳重な品質管理と責任のもとに製造すること。 

(6)本仕様に定めのない事項については、その都度協議すること。 


